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(57)【要約】
【課題】ドライバーが所有する携帯機器を、優先機器と
して容易且つ確実に設定可能な車載機器等を提供するこ
とを課題とする。
【解決手段】本発明の車載機器１０は、携帯機器３０と
の通信を行う通信手段１１０と、複数の携帯機器３０に
割り当てられた複数の固有情報を記憶する固有情報記憶
手段１５０と、記憶した複数の固有情報のうち、通信手
段１１０により通信が可能な１以上の携帯機器３０に対
応する１以上の固有情報を、表示または音声出力する固
有情報出力手段１６０と、出力された１以上の固有情報
の中から１の固有情報を選択するための操作手段１７０
と、選択された１の固有情報に対応する携帯機器３０を
、優先通信の対象となる優先機器として設定する優先機
器設定手段１８０と、を備えたものである。
【選択図】図２



(2) JP 2010-74745 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯機器との通信を行う通信手段と、
　複数の前記携帯機器に割り当てられた複数の固有情報を記憶する固有情報記憶手段と、
　記憶した前記複数の固有情報のうち、前記通信手段により通信が可能な１以上の携帯機
器に対応する１以上の固有情報を、表示または音声出力する固有情報出力手段と、
　出力された前記１以上の固有情報の中から１の固有情報を選択するための操作手段と、
　選択された前記１の固有情報に対応する携帯機器を、優先通信の対象となる優先機器と
して設定する優先機器設定手段と、を備えたことを特徴とする車載機器。
【請求項２】
　前記通信手段により通信が可能な前記１以上の携帯機器について、対応する前記固有情
報が、前記固有情報記憶手段に記憶されているか否かを判別する固有情報判別手段と、
　前記固有情報判別手段により、前記固有情報が記憶されていないと判別された携帯機器
が存在する場合、当該携帯機器の前記固有情報を前記固有情報記憶手段に登録する固有情
報登録手段と、をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の車載機器。
【請求項３】
　前記通信手段により通信が可能な前記１以上の携帯機器について、対応する前記固有情
報の形式が、所定の形式と一致するか否かを判別する形式判別手段をさらに備え、
　前記固有情報登録手段は、前記形式判別手段により、前記固有情報の形式が前記所定の
形式と一致すると判別された場合、当該固有情報を登録することを特徴とする請求項２に
記載の車載機器。
【請求項４】
　前記携帯機器は、その所有者に関する所有者情報を記憶する所有者情報記憶部を有して
おり、
　前記固有情報登録手段は、前記携帯機器の前記所有者情報記憶部から読み出した前記所
有者情報を、当該携帯機器の固有情報として登録することを特徴とする請求項２に記載の
車載機器。
【請求項５】
　前記携帯機器は、携帯電話であり、
　各携帯機器の所有者に関する所有者情報と電話番号とを関連付けた電話帳を記憶する電
話帳記憶手段をさらに備え、
　前記固有情報登録手段は、前記通信手段により通信が可能な前記１以上の携帯機器から
それぞれの前記電話番号を読み出し、前記電話帳記憶手段を参照して、各電話番号と関連
付けられた前記所有者情報を、前記１以上の携帯機器の固有情報として登録することを特
徴とする請求項２に記載の車載機器。
【請求項６】
　前記携帯機器は、携帯電話であると共に、当該携帯電話は、各携帯機器の所有者に関す
る所有者情報と電話番号とを関連付けた電話帳を記憶する電話帳記憶部を有しており、
　前記通信手段により、複数の前記携帯機器と通信が可能な場合、
　前記固有情報登録手段は、前記通信手段により通信が可能な前記複数の携帯機器からそ
れぞれの前記電話番号を読み出すと共に、当該複数の携帯機器の前記電話帳記憶部を参照
して、読み出した各電話番号と関連付けられた前記所有者情報を検索し、検索した各所有
者情報を、前記複数の携帯機器の固有情報として登録することを特徴とする請求項２に記
載の車載機器。
【請求項７】
　前記携帯機器は、各携帯機器を識別するための情報であって前記固有情報と同一または
異なる情報である第一固有情報を記憶する第一固有情報記憶部を有しており、
　前記携帯機器の前記第一固有情報記憶部から読み出した前記第一固有情報に対し、前記
操作手段を用いてユーザが指定した前記固有情報を第三固有情報として関連付け、前記固
有情報記憶手段に登録する固有情報登録手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１に
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記載の車載機器。
【請求項８】
　前記通信手段は、ユーザが指定した前記第三固有情報を、当該第三固有情報と関連付け
られた前記第一固有情報を有する前記携帯機器に送信し、
　前記携帯機器の前記第一固有情報記憶部は、前記通信手段により送信された前記第三固
有情報を、前記第一固有情報として記憶することを特徴とする請求項７に記載の車載機器
。
【請求項９】
　前記優先機器として機能した前記携帯機器と、その間の車両の走行履歴と、を関連付け
て記憶する走行履歴記憶手段をさらに備え、
　前記固有情報出力手段は、前記走行履歴記憶手段を参照し、前記通信手段により通信が
可能な前記１以上の携帯機器に関連付けられた前記走行履歴に応じて、当該１以上の携帯
機器に対応する前記１以上の固有情報を、表示または音声出力することを特徴とする請求
項１に記載の車載機器。
【請求項１０】
　前記走行履歴記憶手段は、前記車両の走行履歴として、走行回数、走行時間、走行距離
、走行した日時、走行した曜日、走行開始地点、走行終了地点の少なくとも１の情報を記
憶することを特徴とする請求項９に記載の車載機器。
【請求項１１】
　前記固有情報出力手段は、前記１以上の携帯機器に関連付けられた前記走行履歴に応じ
て、前記１以上の固有情報の出力順序または出力形態を変化することを特徴とする請求項
９に記載の車載機器。
【請求項１２】
　前記携帯機器は、日時または曜日に関する時期情報を記憶する時期情報記憶部を有して
おり、
　前記固有情報出力手段は、前記１以上の携帯機器の前記時期情報記憶部を参照し、各携
帯機器に記憶された時期情報に応じて、前記１以上の固有情報を、表示または音声出力す
ることを特徴とする請求項１に記載の車載機器。
【請求項１３】
　前記時期情報記憶部は、前記時期情報と、目的地を示す目的地情報とを関連付けて記憶
しており、
　前記携帯機器の前記時期情報記憶部から読み出した前記目的地情報に基づいて、経路誘
導を行う経路誘導手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１２に記載の車載機器。
【請求項１４】
　前記固有情報出力手段は、優先順位をつけて前記１以上の固有情報を表示または音声出
力し、
　前記優先機器設定手段は、前記固有情報出力手段による出力時点から所定時間内に前記
操作手段による選択が行われなかった場合、優先順位が最も高い前記固有情報に対応する
携帯機器を、前記優先機器として設定することを特徴とする請求項１に記載の車載機器。
【請求項１５】
　請求項１ないし１４のいずれか１項に記載の車載機器と、前記携帯機器と、から成るこ
とを特徴とする情報通信システム。
【請求項１６】
　携帯機器と通信可能であると共に、複数の前記携帯機器に割り当てられた複数の固有情
報を記憶する固有情報記憶手段を備えた車載機器の通信制御方法であって、
　前記車載機器が、
　１以上の前記携帯機器と通信を行うステップと、
　前記固有情報記憶手段に記憶されている前記複数の固有情報のうち、通信が可能な前記
１以上の携帯機器に対応する１以上の固有情報を、表示または音声出力するステップと、
　出力された前記１以上の固有情報の中から１の固有情報が選択されたことによる操作信
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号を取得するステップと、
　選択された前記１の固有情報に対応する携帯機器を、優先通信の対象となる優先機器と
して設定するステップと、を実行することを特徴とする車載機器の通信制御方法。
【請求項１７】
　コンピュータに、請求項１６に記載の車載機器の通信制御方法における各ステップを実
行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯機器と通信可能な車載機器、情報通信システム、車載機器の通信制御方
法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ハンズフリー通話やインターネット接続を行うために、携帯電話等の携帯機器と
通信可能な車載機器が知られている。この種の車載機器は、ハンズフリー通話等の対象と
なる１の携帯機器を、優先機器として予め設定しておき、その優先機器のみ通信可能とな
っている。つまり、車内に複数の携帯機器が存在する場合でも、優先機器として設定され
た携帯機器のみが通信対象となるため、優先機器以外の携帯機器と誤って通信を行ってし
まうといった不具合はない。
【０００３】
　ところが、社用車など、ドライバーが頻繁に入れ替わるような車両に、上記の車載機器
が搭載された場合、ドライバーが交代するたびに優先機器を設定し直す必要があるため、
その設定操作が面倒であるといった問題があった。そこで、車載機器がドライバーを判別
して、自動的に優先機器を設定する方法が提案されている。例えば、特許文献１には、ド
ライバー毎に保有可能な媒体（車両キーなど）に、ドライバーを特定するための特定情報
を記憶しておくと共に、車載機器側に、当該特定情報と、そのドライバーの携帯機器とを
対応付けて記憶しておき、車両キーから読み出した特定情報に対応する携帯機器を優先機
器として自動的に設定する方法が記載されている。この構成により、ドライバーが交代し
ても、車両キーに記憶された特定情報に基づいて、ドライバーが所有する携帯機器を自動
的に判別できるため、優先機器の設定変更の手間を省くことができるといった利点がある
。
【特許文献１】特開２００６－２２２７９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、特許文献１に記載の車載機器は、１台の車を家族など複数人が交代で運転す
る場合、ドライバーが所有する携帯機器ではない携帯機器が優先機器として設定されてし
まうといった問題がある。つまり、このようにドライバー以外が所有する携帯機器が誤っ
て優先機器として設定されたような場合は、優先機器をドライバーが所有する携帯機器に
手動で設定変更する必要があり、必ずしも使い勝手が良いとは言えない。
【０００５】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、ドライバーが所有する携帯機器を、優先機器として容
易且つ確実に設定可能な車載機器、情報通信システム、車載機器の通信制御方法およびプ
ログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の車載機器は、携帯機器との通信を行う通信手段と、複数の携帯機器に割り当て
られた複数の固有情報を記憶する固有情報記憶手段と、記憶した複数の固有情報のうち、
通信手段により通信が可能な１以上の携帯機器に対応する１以上の固有情報を、表示また
は音声出力する固有情報出力手段と、出力された１以上の固有情報の中から１の固有情報
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を選択するための操作手段と、選択された１の固有情報に対応する携帯機器を、優先通信
の対象となる優先機器として設定する優先機器設定手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の車載機器の通信制御方法は、携帯機器と通信可能であると共に、複数の携帯機
器に割り当てられた複数の固有情報を記憶する固有情報記憶手段を備えた車載機器の通信
制御方法であって、車載機器が、１以上の携帯機器と通信を行うステップと、固有情報記
憶手段に記憶されている複数の固有情報のうち、通信が可能な１以上の携帯機器に対応す
る１以上の固有情報を、表示または音声出力するステップと、出力された１以上の固有情
報の中から１の固有情報が選択されたことによる操作信号を取得するステップと、選択さ
れた１の固有情報に対応する携帯機器を、優先通信の対象となる優先機器として設定する
ステップと、を実行することを特徴とする。
【０００８】
　これらの構成によれば、出力された１以上の固有情報（通信が可能な１以上の携帯機器
に対応する１以上の固有情報）の中から、１の固有情報を選択するだけで、容易且つ確実
に、ドライバーが所有する携帯機器を優先機器として設定することができる。つまり、ド
ライバー自身が選択操作を行う場合は、自身の携帯機器の固有情報を選択する操作だけで
、確実に自身の携帯機器を優先機器として設定することができる。これにより、煩雑な設
定変更操作が不要であると共に、誤って他人の携帯機器が優先機器として設定されること
がないため、利便性が良い。
　なお、「車載機器」とは、車両に固定して設けられる機器だけでなく、車両に着脱可能
に設けられる機器（ポータブル型車載機器）も含む概念である。
【０００９】
　上記に記載の車載機器において、通信手段により通信が可能な１以上の携帯機器につい
て、対応する固有情報が、固有情報記憶手段に記憶されているか否かを判別する固有情報
判別手段と、固有情報判別手段により、固有情報が記憶されていないと判別された携帯機
器が存在する場合、当該携帯機器の固有情報を固有情報記憶手段に登録する固有情報登録
手段と、をさらに備えたことを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、固有情報が記憶されていない（未登録の）携帯機器と通信が行われ
た場合は、当該携帯機器の固有情報を登録するため、ユーザが新規の携帯機器の固有情報
を手動で登録する手間を省くことができる。
　なお、固有情報判別手段により、固有情報が記憶されていないと判別された後、ユーザ
に登録の要否を確認し、その確認後、当該固有情報を固有情報記憶手段に登録するように
しても良い。
【００１１】
　上記に記載の車載機器において、通信手段により通信が可能な１以上の携帯機器につい
て、対応する固有情報の形式が、所定の形式と一致するか否かを判別する形式判別手段を
さらに備え、固有情報登録手段は、形式判別手段により、固有情報の形式が所定の形式と
一致すると判別された場合、当該固有情報を登録することを特徴とする。
【００１２】
　この構成によれば、固有情報の形式が所定の形式と一致すると判別された場合に、当該
固有情報を登録するため、不適切な固有情報の登録を防止することができる。例えば、携
帯機器として携帯電話を用いた場合、固有情報として電話番号を利用できるが、固有情報
の形式が所定の形式（数字列の最初の３文字が、「０８０」または「０９０」など）と一
致しない場合、その携帯機器は携帯電話ではない（優先機器として設定可能な機器ではな
い）ものとして、固有情報の登録を禁止することができる。
【００１３】
　上記に記載の車載機器において、携帯機器は、その所有者に関する所有者情報を記憶す
る所有者情報記憶部を有しており、固有情報登録手段は、携帯機器の所有者情報記憶部か
ら読み出した所有者情報を、当該携帯機器の固有情報として登録することを特徴とする。
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【００１４】
　この構成によれば、携帯機器が携帯電話の場合などは、所有者に関する所有者情報を記
憶する所有者情報記憶部（「所有者情報」機能や「プロフィール」機能など）を有してい
ることが一般的であるが、当該所有者情報記憶部から読み出した所有者情報を、固有情報
として登録することができるため、ユーザは、出力された固有情報を容易に判別すること
ができる。つまり、所有者情報記憶部に、所有者情報として所有者名が記憶されている場
合は、１以上の所有者名の中からドライバーの氏名を選択すれば良く、機器名（機種名、
物理アドレスなど）や電話番号を固有情報として用いる場合と比較して、選択ミスを軽減
できる。
【００１５】
　上記に記載の車載機器において、携帯機器は、携帯電話であり、各携帯機器の所有者に
関する所有者情報と電話番号とを関連付けた電話帳を記憶する電話帳記憶手段をさらに備
え、固有情報登録手段は、通信手段により通信が可能な１以上の携帯機器からそれぞれの
電話番号を読み出し、電話帳記憶手段を参照して、各電話番号と関連付けられた所有者情
報を、１以上の携帯機器の固有情報として登録することを特徴とする。
【００１６】
　この構成によれば、車載機器に搭載された電話帳機能を用いて、携帯機器（携帯電話）
から読み出した電話番号と関連付けられた所有者情報を、固有情報として登録することが
できる。これにより、ユーザは、出力された固有情報を容易に判別することができ、機器
名や電話番号を固有情報として用いる場合と比較して、選択ミスを軽減できる。また、全
ての携帯機器が所有者情報を記憶しているとは限らないため、所有者情報を記憶していな
い携帯機器でも、支障なく所有者情報を登録できる。
【００１７】
　上記に記載の車載機器において、携帯機器は、携帯電話であると共に、当該携帯電話は
、各携帯機器の所有者に関する所有者情報と電話番号とを関連付けた電話帳を記憶する電
話帳記憶部を有しており、通信手段により、複数の携帯機器と通信が可能な場合、固有情
報登録手段は、通信手段により通信が可能な複数の携帯機器からそれぞれの電話番号を読
み出すと共に、当該複数の携帯機器の電話帳記憶部を参照して、読み出した各電話番号と
関連付けられた所有者情報を検索し、検索した各所有者情報を、複数の携帯機器の固有情
報として登録することを特徴とする。
【００１８】
　この構成によれば、各携帯機器に搭載された電話帳機能を用いて、携帯機器（携帯電話
）から読み出した電話番号と関連付けられた所有者情報を、固有情報として登録すること
ができる。これにより、ユーザは、出力された固有情報を容易に判別することができ、機
器名や電話番号を固有情報として用いる場合と比較して、選択ミスを軽減できる。また、
車載機器側に電話帳機能を必要としないため、機器構成を簡素化できると共に、所有者情
報を記憶していない携帯機器でも、支障なく所有者情報を登録できる。
【００１９】
　上記に記載の車載機器において、携帯機器は、各携帯機器を識別するための情報であっ
て前記固有情報と同一または異なる情報である第一固有情報を記憶する第一固有情報記憶
部を有しており、携帯機器の第一固有情報記憶部から読み出した第一固有情報に対し、操
作手段を用いてユーザが指定した固有情報を第三固有情報として関連付け、固有情報記憶
手段に登録する固有情報登録手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００２０】
　この構成によれば、ユーザが指定した第三固有情報を固有情報記憶手段に登録すること
ができるため、出力された固有情報（第三固有情報）を容易に判別することができる。こ
の場合、「第三固有情報」としては、氏名、ニックネーム、画像（アイコン）などを指定
できることが好ましい。また、「第一固有情報」としては、物理アドレスやデバイス名（
機種名）などが考えられる。
【００２１】
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　上記に記載の車載機器において、通信手段は、ユーザが指定した第三固有情報を、当該
第三固有情報と関連付けられた第一固有情報を有する携帯機器に送信し、携帯機器の第一
固有情報記憶部は、通信手段により送信された第三固有情報を、第一固有情報として記憶
することを特徴とする。
【００２２】
　この構成によれば、車載機器でユーザが指定した第三固有情報を、携帯機器（第一固有
情報記憶部）に登録することができる。これにより、携帯機器側で、第一固有情報をカス
タマイズ（ユーザの好みに合わせて設定変更）する手間を省くことができる。
　なお、この場合「第一固有情報」は、書き換え可能な情報（例えば、デバイス名）であ
ることが前提である。
【００２３】
　上記に記載の車載機器において、優先機器として機能した携帯機器と、その間の車両の
走行履歴と、を関連付けて記憶する走行履歴記憶手段をさらに備え、固有情報出力手段は
、走行履歴記憶手段を参照し、通信手段により通信が可能な１以上の携帯機器に関連付け
られた走行履歴に応じて、当該１以上の携帯機器に対応する１以上の固有情報を、表示ま
たは音声出力することを特徴とする。
【００２４】
　上記に記載の車載機器において、走行履歴記憶手段は、車両の走行履歴として、走行回
数、走行時間、走行距離、走行した日時、走行した曜日、走行開始地点、走行終了地点の
少なくとも１の情報を記憶することを特徴とする。
【００２５】
　上記に記載の車載機器において、固有情報出力手段は、１以上の携帯機器に関連付けら
れた走行履歴に応じて、１以上の固有情報の出力順序または出力形態を変化することを特
徴とする。
【００２６】
　これらの構成によれば、各携帯機器が優先機器として機能していたときの、車両の走行
履歴を学習（記憶）し、その学習結果に応じて、各携帯機器に対応する各固有情報を表示
または音声出力するため、１の固有情報を選択する際の利便性を向上させることができる
。例えば、携帯機器の走行回数（優先機器として設定された回数）が多い順に、固有情報
を表示することで、ドライバーとなることが多いユーザは、最上位の固有情報を選択すれ
ば良い。また、走行時間または走行距離（優先機器として設定されていた間の走行時間ま
たは走行距離の累計、若しくは最長走行時間または最長走行距離）が長い順に固有情報を
表示する、過去に走行した（優先機器として設定された）時刻、曜日または走行開始地点
が、その日の時刻、曜日または走行開始地点に一致する場合に優先的に固有情報を表示す
る、最後に走行した（優先機器として設定された）日時が新しい固有情報を優先的に表示
する、などの表示法則を採用しても良い。すなわち、走行履歴に応じて、１以上の固有情
報の出力順序や出力形態を変化させても良い。
　なお、出力方法が表示の場合、ドライバー側に近い位置に表示された固有情報を優先度
大としても良いし、画面の上側に表示された固有情報を優先度大としても良い。また、画
面上で最も大きく表示された固有情報を優先度大としても良いし、カラー表示や強調表示
された固有情報を優先度大としても良い。また、出力方法が音声の場合、最初に出力され
た固有情報を優先度大としても良いし、最大音量で出力された固有情報を優先度大として
も良い。
【００２７】
　上記に記載の車載機器において、携帯機器は、日時または曜日に関する時期情報を記憶
する時期情報記憶部を有しており、固有情報出力手段は、１以上の携帯機器の時期情報記
憶部を参照し、各携帯機器に記憶された時期情報に応じて、１以上の固有情報を、表示ま
たは音声出力することを特徴とする。
【００２８】
　上記に記載の車載機器において、時期情報記憶部は、時期情報と、目的地を示す目的地
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情報とを関連付けて記憶しており、携帯機器の時期情報記憶部から読み出した目的地情報
に基づいて、経路誘導を行う経路誘導手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００２９】
　これらの構成によれば、携帯機器に記憶されている時期情報に応じて、各携帯機器に対
応する各固有情報を表示または音声出力するため、１の固有情報を選択する際の利便性を
向上させることができる。例えば、携帯機器側で目的地を設定し、当該目的地情報を車載
機器に転送して、車載機器側で経路誘導を行わせる場合を想定する。これにより、ユーザ
は運転前に予め目的地を設定しておくことができるため、乗車直後に経路誘導を開始させ
ることができ、便利である。このような場合、携帯機器側で、目的地情報に時期情報を関
連付けて記憶しておくということは、その携帯機器を優先機器として設定することを希望
していると考えられるため、時期情報が、その日の時刻や曜日と一致している場合、その
携帯機器の固有情報を優先的に出力することで、ユーザは、適切な固有情報を容易に選択
することができる。
【００３０】
　上記に記載の車載機器において、固有情報出力手段は、優先順位をつけて１以上の固有
情報を表示または音声出力し、優先機器設定手段は、固有情報出力手段による出力時点か
ら所定時間内に操作手段による選択が行われなかった場合、優先順位が最も高い固有情報
に対応する携帯機器を、優先機器として設定することを特徴とする。
【００３１】
　この構成によれば、固有情報を出力してから所定時間内に、ユーザによる選択操作が行
われなかった場合は、優先順位が最も高い固有情報に対応する携帯機器を優先機器として
設定するため、何らかの原因によりユーザが選択操作を行うことができなかった場合でも
、通信可能な１以上の携帯機器の中から、最もふさわしい携帯機器を優先機器として設定
することができる。
【００３２】
　本発明の情報通信システムは、上記に記載の車載機器と、携帯機器と、から成ることを
特徴とする。
【００３３】
　本発明のプログラムは、コンピュータに、上記に記載の車載機器の通信制御方法におけ
る各ステップを実行させるためのものであることを特徴とする。
【００３４】
　これらの構成によれば、車載機器が、ドライバーが所有する携帯機器を、優先機器とし
て容易且つ確実に設定可能な情報通信システムまたはプログラムを提供することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、本発明の一実施形態に係る車載機器、情報通信システム、車載機器の通信制御方
法およびプログラムについて説明する。本実施形態では、車載機器として、携帯機器（例
えば、携帯電話）との通信機能およびカーナビゲーション機能を有する情報機器を例示す
る。
【００３６】
　図１は、車載機器１０の制御ブロック図である。同図に示すように、車載機器１０は、
ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機１１、アンテナ１２、自立航法センサ１３
、ディスプレイ１４、タッチパネル１５、スピーカー１６、マイク１８、通信部１９、制
御部２０、地図データベース（以下、「地図ＤＢ」と記載する）２４、登録データベース
（以下、「登録ＤＢ」と記載する）２５および接続バス２６を備えている。
【００３７】
　ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機１１は、アンテナ１２を介してＧＰＳ情
報（位置情報および時刻情報を含む）を受信する。自立航法センサ１３は、角度センサお
よび距離センサから成り（いずれも、図示省略）、ＧＰＳ受信機１１との組み合わせによ
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り、車両位置を特定するために利用される。ディスプレイ１４は、必要に応じて各種操作
画面（図４等参照）を表示すると共に、経路誘導時には経路案内情報を表示する。タッチ
パネル１５は、ディスプレイ１４に重畳配置されたマトリクススイッチにより構成され、
指等の接触を検出する。本実施形態では、主に上記の各種操作画面に対する操作を行うた
めに用いられる。スピーカー１６は、音声による経路案内情報を出力すると共に、各種音
声確認（ユーザに対して選択や確認を促すための音声案内）を行う。
【００３８】
　マイク１８は、ハンズフリーで各種操作を行うものであり、タッチパネル１５と同様、
操作信号の入力に用いられる。また、マイク１８は、携帯機器３０が携帯電話の場合、ハ
ンズフリー通話を行うためにも用いられる。通信部１９は、携帯機器３０と近距離無線通
信や赤外線通信を行う。なお、通信部１９は、これら非接触通信ではなく、バス接続など
の有線通信を行っても良い。本実施形態では、近距離無線通信を採用するものとする。
【００３９】
　制御部２０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２１、ＲＯＭ（Read Only Memory
）２２およびＲＡＭ（Random Access Memory）２３から成る。ＣＰＵ２１は、中央処理装
置であり、各種演算処理を行う。なお、特に図示しないが、ＣＰＵ２１は、現在時刻を計
時するタイマを有している。ＲＯＭ２２は、ＣＰＵ２１が各種演算処理を行うための制御
プログラムを記憶し、ＲＡＭ２３は、ＣＰＵ２１が各種演算処理を行う際のワークエリア
として用いられる。
【００４０】
　地図ＤＢ２４は、経路案内を行うための地図データを不揮発に記憶する。登録ＤＢ２５
は、地点登録された地点登録情報や、過去に通信を行ったことがある（接続認証処理済み
の）携帯機器３０に割り当てられた固有情報を不揮発に記憶する。なお、初期設定情報と
して使用可能な固有情報としては「物理アドレス」または「デバイス名」を用いることが
できる。このうち「デバイス名」は、携帯機器３０が携帯電話の場合など「機種名」であ
ることが多く、「物理アドレス」よりも分かり易い（ユーザが認識し易い）情報であるた
め、本実施形態では、「機種名」を、固有情報として用いるものとする。また、以下の説
明では、当該「機種名」など接続認証に用いられる固有情報を「第一固有情報」と称する
。
【００４１】
　次に、図２を参照し、車載機器１０および携帯機器３０から成る情報通信システムＳＹ
の機能構成について説明する。携帯機器３０は、主な機能構成として、固有情報記憶手段
３１０（固有情報記憶部）および通信手段３２０を有している。
【００４２】
　固有情報記憶手段３１０は、その携帯機器３０に割り当てられた第一固有情報（機種名
）を記憶するものである。なお、当該固有情報記憶手段３１０は、第一固有情報として「
物理アドレス」が使用される場合、ユーザによる書き換えおよび消去が不可能な状態で当
該第一固有情報を記憶し、第一固有情報として「デバイス名（機種名）」が使用される場
合、ユーザによる書き換えおよび消去が可能な状態で当該第一固有情報を記憶する。通信
手段３２０は、車載機器１０との情報の入出力（送受信）を行うためのものであり、主に
第一固有情報の送信に用いられる。
【００４３】
　続いて、車載機器１０側の機能構成について説明する。車載機器１０は、主な機能構成
として、通信手段１１０、固有情報判別手段１２０、形式判別手段１３０、固有情報登録
手段１４０、固有情報記憶手段１５０、固有情報出力手段１６０、操作手段１７０および
優先機器設定手段１８０を有している。
【００４４】
　通信手段１１０は、携帯機器３０との情報の入出力を行うためのものであり、通信部１
９を主要構成要素とする。固有情報判別手段１２０は、通信手段１１０により通信が可能
な携帯機器３０について、対応する第一固有情報が、既に車載機器１０の固有情報記憶手
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段１５０に記憶されているか否かを判別するものである。固有情報記憶手段１５０は、登
録ＤＢ２５を主要構成要素とし、接続認証処理済みの各携帯機器３０に割り当てられた複
数の第一固有情報（携帯機器３０の機種名）を記憶するものである。この場合、固有情報
記憶手段１５０は、携帯機器３０との接続認証処理によって入力されたパスキー（認証鍵
）と、当該携帯機器３０から読み出した第一固有情報と、を関連付けて記憶する。
【００４５】
　形式判別手段１３０は、固有情報判別手段１２０により、対応する第一固有情報が固有
情報記憶手段１５０に記憶されていないと判別された携帯機器３０が存在する場合、当該
携帯機器３０の第一固有情報の形式が、所定の形式と一致するか否かを判別するものであ
る。ここで、「所定の形式」とは、機種名を表す文字列の形式を指す。つまり、携帯機器
３０が携帯電話の場合、機種名を表す英数字の形式（英数字３桁または４桁など）をＲＡ
Ｍ２３等に記憶しておき、携帯機器３０からよみ出した第一固有情報が、それらの形式と
一致するか否かを判別する。なお、市場に出回っている全ての携帯電話の機種名をＲＡＭ
２３等に記憶しておき、携帯機器３０から読み出した第一固有情報が、記憶された機種名
のいずれかに該当するか否かによって、所定の形式と一致するか否かを判別するようにし
ても良い。また、携帯電話の機種名に関する情報は、外部サーバから定期的に（または電
源ＯＮ等のタイミングで）受信し、常に最新の情報に更新しておくことが好ましい。
【００４６】
　固有情報登録手段１４０は、形式判別手段１３０により、携帯機器３０から読み出した
第一固有情報の形式が所定の形式と一致すると判別された場合、当該携帯機器３０の第一
固有情報を、固有情報記憶手段１５０に登録するものである。なお、固有情報判別手段１
２０、形式判別手段１３０および固有情報登録手段１４０は、いずれも制御部２０を主要
構成要素とする。
【００４７】
　固有情報出力手段１６０は、固有情報記憶手段１５０に記憶された複数の第一固有情報
のうち、通信手段１１０により通信が可能な１以上の携帯機器３０に対応する１以上の第
一固有情報（固有情報一覧）を、表示または音声出力するものであり、制御部２０、ディ
スプレイ１４およびスピーカー１６を主要構成要素とする。ここで、当該固有情報出力手
段１６０による固有情報一覧の表示または音声出力は、１の第一固有情報の選択をユーザ
に促すための情報出力である。これに対し、操作手段１７０は、固有情報出力手段１６０
により出力された１以上の第一固有情報の中から、１の第一固有情報を選択するための操
作（操作信号の入力）を行うためのものであり、タッチパネル１５およびマイク１８を主
要構成要素とする。
【００４８】
　優先機器設定手段１８０は、操作手段１７０により選択された１の第一固有情報に対応
する携帯機器３０を、優先通信の対象となる優先機器として設定するものであり、制御部
２０を主要構成要素とする。ここで、「優先機器」とは、車載機器１０がハンズフリー通
話やインターネット接続を行うための対象機器を指す。したがって、車内に複数の携帯機
器３０が存在する場合でも、当該優先機器設定手段１８０により優先機器として設定され
た１台の携帯機器３０（ドライバー用の携帯機器３０）のみが、車載機器１０を利用した
ハンズフリー通話やインターネット接続の対象となる。なお、以下の説明では、優先機器
に設定された携帯機器３０を、「ドライバー機器」と称する。
【００４９】
　次に、図３のフローチャートを参照し、車載機器１０によるドライバー機器設定処理に
ついて説明する。ここでは、第一固有情報の出力を、表示によって行うものとする。まず
、車載機器１０が電源オンされると（車両のエンジンが始動すると，Ｓ０１）、携帯機器
３０の探索を開始する（Ｓ０２）。ここで、携帯機器３０が見つかった場合は（Ｓ０３：
Ｙｅｓ）、当該携帯機器３０の第一固有情報（パスキーも含む）が、登録ＤＢ２５内に登
録済みか否かを判別する（Ｓ０４）。登録済みでないと判別した場合は（Ｓ０４：Ｎｏ）
、さらに第一固有情報が携帯機器用か否か（所定の形式と一致するか否か）を判別し（Ｓ
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０５）、第一固有情報が携帯機器用であると判別した場合は（Ｓ０５：Ｙｅｓ）、ディス
プレイ１４上に当該携帯機器３０の第一固有情報を表示する（Ｓ０６）。このとき、ディ
スプレイ１４上には、この第一固有情報を登録するか否かをユーザに問い合わせる内容も
表示される。
【００５０】
　ユーザが、第一固有情報の登録を選択すると（Ｓ０７：Ｙｅｓ）、接続認証処理を行い
（パスキーの入力も含む，Ｓ０８）、登録ＤＢ２５に当該携帯機器３０の第一固有情報を
登録する（Ｓ０９）。その後、携帯機器３０の探索開始（Ｓ０２）から所定時間（例えば
、３０秒間）が経過したか否かを判別し（Ｓ１０）、所定時間が経過していない場合は（
Ｓ１０：Ｎｏ）、Ｓ０３～Ｓ１０を繰り返す。一方、携帯機器３０が見つからない場合（
Ｓ０３：Ｎｏ）、または携帯機器３０が見つかったが、登録ＤＢ２５に第一固有情報が既
に登録されている場合（Ｓ０４：Ｙｅｓ）、並びに第一固有情報が携帯機器用でない場合
（Ｓ０５：Ｎｏ）も、携帯機器３０の探索開始から所定時間が経過したか否かを判別し（
Ｓ１０）、所定時間が経過していない場合は（Ｓ１０：Ｎｏ）、Ｓ０３～Ｓ１０を繰り返
す。
【００５１】
　また、所定時間が経過した場合は（Ｓ１０：Ｙｅｓ）、携帯機器３０の探索を終了し（
Ｓ１１）、その結果、携帯機器３０が存在しなかった場合は（Ｓ１２：Ｎｏ）、処理を終
了する。一方、携帯機器３０が存在した場合は（Ｓ１２：Ｙｅｓ）、ディスプレイ１４上
に通信が可能な１以上の携帯機器３０の固有情報一覧を表示する（Ｓ１３）。図４（ａ）
は、その表示例を示したものである。本実施形態では、各第一固有情報を個別の表示ボタ
ン４１に割り当て、通信が行われた順、または機種名順に並べて表示する。ここで、タッ
チパネル１５等の操作により、ユーザが１の第一固有情報（ドライバー機器）を選択する
と（Ｓ１４：Ｙｅｓ）、その第一固有情報に対応する携帯機器３０を、ドライバー機器と
して設定し（Ｓ１５）、処理を終了する。なお、ドライバー機器に設定された携帯機器３
０は近距離無線通信で、ハンズフリーやメール着信などの状況ステータスを、車載機器１
０に送信する。
【００５２】
　なお、上記のフローチャートでは、第一固有情報が未登録の携帯機器３０が見つかった
場合、その第一固有情報を登録するか否かをユーザが選択するものとしたが（Ｓ０７参照
）、当該選択工程を省略しても良い。また、通信が可能な携帯機器３０が１台のみの場合
は、固有情報一覧の表示（Ｓ１３）およびユーザによる選択動作（Ｓ１４）を必要とする
ことなく、ドライバー機器を設定するようにしても良い。さらに、携帯機器３０の探索開
始から所定時間経過後に、固有情報一覧を表示するのではなく、通信が行われた時点で各
携帯機器３０から随時第一固有情報を読み出し、その都度ディスプレイ１４上に表示して
いくようにしても良い。
【００５３】
　以上説明したとおり、本発明の第１実施形態によれば、ユーザは、一覧表示された第一
固有情報の中から、１の第一固有情報を選択するだけで、容易且つ確実に、ドライバー機
器を設定することができる。つまり、従来のように煩雑な設定変更操作が不要であると共
に、車両内に複数の携帯機器３０が存在する場合でも、ドライバーが誤って同乗者の携帯
機器３０をドライバー機器として設定してしまうことがないため、利便性が良い。また、
第一固有情報が記憶されていない（未登録の）携帯機器３０と通信が行われた場合は、当
該携帯機器３０の第一固有情報を登録するための処理（Ｓ０６～Ｓ０９）を行うため、携
帯機器３０を新規に登録する手間を省くことができる。
【００５４】
　また、上記の例では、第一固有情報が携帯機器用ではない場合（第一固有情報の形式が
所定の形式と一致しない場合，Ｓ０５：Ｎｏ）、第一固有情報の表示および登録を行わな
いものとしたが、このような場合でも、ユーザにより指定があった場合は第一固有情報を
登録できるようにしても良い。この場合、図５（ａ）に示すように、携帯機器用の第一固
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有情報に対応する表示ボタン（第一固有情報を示す表示ボタン）３５と、携帯機器用の第
一固有情報に対応しない表示ボタン３７（図５（ｂ）参照）を下位層に有する表示ボタン
（「その他」の表示ボタン）３６と、を区別して表示する。ここで、ユーザにより表示ボ
タン３６が押下されると、携帯機器用の第一固有情報に対応しない第一固有情報の表示ボ
タン一覧３７を表示する。ユーザは、これらの中から、所望の携帯機器３０に対応する第
一固有情報を選択する。この構成によれば、携帯機器３０において、ユーザが機種名（ま
たはデバイス名）を変更している場合（携帯機器３０の固有情報記憶手段３１０が書き換
え可能な状態で記憶されている場合）など、第一固有情報の形式が所定の形式と一致しな
い場合でも、車載機器１０に登録することができる。
【００５５】
　また、第一固有情報を取得した後、電話番号などの第二固有情報（接続認証後に取得で
きる情報であり、主に固有情報一覧処理で利用される固有情報。固有情報の下位概念に相
当する）を取得する構成としても良い。この場合の処理を、図６（ａ）に示す。なお、こ
こでは図３に示したフローチャートの部分フローのみを示し、図３と同一の工程について
は同一の参照番号を付すものとする。図６（ａ）に示すように、第一固有情報が携帯機器
用であると判別された場合は（Ｓ０５：Ｙｅｓ）、ディスプレイ１４上に当該携帯機器３
０の第一固有情報を表示し（Ｓ０６）、ユーザが第一固有情報を登録すると（Ｓ０７：Ｙ
ｅｓ）、接続認証処理を行う（Ｓ０８）。その後、通信部１９を介して携帯機器３０から
第二固有情報を取得し（Ｓ０９－１）、登録ＤＢ２５に当該携帯機器３０の第二固有情報
および、当該第二固有情報と対応する第一固有情報を登録する（Ｓ０９－２）。なお、本
例を採用した場合、図３のＳ１３の固有情報一覧表示処理では、第二固有情報の一覧を表
示することとなる。この構成によれば、第一固有情報を確認した後、第二固有情報を登録
できるため、登録ミスを軽減できると共に、１の第二固有情報を選択する場合の選択ミス
を軽減できる。
【００５６】
　また、第二固有情報を取得した後に、登録の要否を判断できる構成としても良い。この
場合、図６（ｂ）に示すように、第一固有情報が携帯機器用であると判別されると（Ｓ０
５：Ｙｅｓ）、ディスプレイ１４上に当該携帯機器３０の第一固有情報を表示する（Ｓ０
６）。図７（ａ）は、その表示例を示したものである。ここでは、図５（ａ）と同様の画
面であるものとする。表示された表字ボタン３５，３６の中からユーザが第一固有情報を
選択すると（Ｓ０７：Ｙｅｓ）、接続認証処理を行う（Ｓ０８）。その後、通信部１９を
介して携帯機器３０から第二固有情報を取得し（Ｓ０９－１）、これをディスプレイ１４
上に表示する（Ｓ０９－ａ）。図７（ｂ）は、その表示例を示したものである。ここでは
、選択された１の第一固有情報３８と、取得した第二固有情報３９と、登録の要否を選択
する選択ボタン４０と、を表示する。ここで、選択ボタン４０「はい」が選択されると（
Ｓ０９－ｂ：Ｙｅｓ）、登録ＤＢ２５に当該携帯機器３０の第二固有情報および、当該第
二固有情報と対応する第一固有情報を登録する（Ｓ０９－２）。また、選択ボタン４０「
いいえ」が選択された場合は（Ｓ０９－ｂ：Ｎｏ）、当該携帯機器３０の登録を中止する
。この構成によれば、第二固有情報を確認した後、登録の要否を判断できるため、登録ミ
スをより軽減できる。
【００５７】
　なお、第二固有情報としては、「電話番号（但し、携帯機器３０が携帯電話の場合）」
、「製造番号」、「機種名」および「所有者名」などを用いても良い。図４（ｂ）は、第
二固有情報として「電話番号」を用いた場合の固有情報一覧の表示例を示したものであり
、各表示ボタン４１にはそれぞれ異なる電話番号が割り当てられている。この場合、電話
番号は、携帯機器３０に備えられた所有者情報記憶手段（所有者情報記憶部，「所有者情
報」機能や「プロフィール」機能など，図示省略）から読み出しても良い。
【００５８】
　なお、第二固有情報として使用可能な情報のうち、「電話番号」、「製造番号」および
「機種名」は、携帯機器３０側で書き換えおよび消去が不可能な情報であるため、携帯機
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器３０を一意に特定できる有効な情報となる。また、「所有者名」は、ユーザが変更可能
な情報であるため、自分の氏名などを登録しておくことで、より簡単にドライバー機器を
選択することができる。
【００５９】
　また、車載機器１０内に、各携帯機器３０の所有者に関する所有者情報と電話番号とを
関連付けた電話帳を記憶する電話帳記憶手段（図示省略）をさらに備え、固有情報登録手
段１４０は、通信手段１１０により通信が可能な１以上の携帯機器３０からそれぞれの電
話番号を読み出し、上記の電話帳記憶手段を参照して、各電話番号と関連付けられた所有
者情報を、第二固有情報として取得するようにしても良い。この構成によれば、車載機器
１０に搭載された電話帳機能を用いて、携帯機器３０から読み出した電話番号と関連付け
られた所有者情報を、第二固有情報として登録することができる。これにより、「所有者
情報」機能や「プロフィール」機能などを有していない携帯機器３０についても、支障な
く所有者情報を登録できる。
【００６０】
　また、車載機器１０側ではなく、携帯機器３０側に設けられた電話帳機能を用いても良
い。この場合、各携帯機器３０は、自身の携帯機器３０以外の携帯機器の所有者に関する
所有者情報と電話番号とを関連付けた電話帳を記憶する電話帳記憶手段（電話帳記憶部，
図示省略）を有していることが前提である。そして、通信手段１１０により、複数の携帯
機器３０と通信が可能な場合、固有情報登録手段１４０は、当該複数の携帯機器３０から
それぞれの電話番号を読み出すと共に、当該複数の携帯機器３０の電話帳記憶手段を参照
して、読み出した各電話番号と関連付けられた所有者情報を検索し、検索した各所有者情
報を、当該複数の携帯機器３０の第二固有情報として登録する。この構成によれば、車載
機器１０側に電話帳機能を必要としないため、車載機器１０の機器構成を簡素化できる。
【００６１】
　次に、図８ないし図１１を参照し、本発明の第２実施形態について説明する。上記の第
１実施形態では、車載機器１０が携帯機器３０から読み出した第一固有情報（例えば、「
機種名」）または第二固有情報（例えば、「電話番号」）をディスプレイ１４上に一覧表
示するものとしたが、本実施形態では、各携帯機器３０に対してユーザが固有情報（例え
ば、アイコン等の画像情報）を指定し、指定された固有情報の一覧をディスプレイ１４上
に一覧表示する点で異なる。なお、ユーザが指定可能な画像情報などの固有情報を、以下
「第三固有情報」と称するものとする（第三固有情報も固有情報の下位概念である）。以
下、第１実施形態と異なる点を中心に説明する。
【００６２】
　図８は、第２実施形態に係る情報通信システムＳＹの機能ブロック図である。なお、図
２に示した構成要素と略同一の機能を有する構成要素については、同じ参照番号を付し、
説明を省略する。携帯機器３０は、第一固有情報記憶手段３３０（第一固有情報記憶部）
および通信手段３２０を有している。第一固有情報記憶手段３３０は、各携帯機器３０を
識別するための情報である第一固有情報を記憶するものであり、本実施形態では、第一固
有情報として、「物理アドレス」を用いる。
【００６３】
　一方、車載機器１０は、通信手段１１０、固有情報登録手段２１０、固有情報記憶手段
２２０、固有情報出力手段２３０、操作手段２４０および優先機器設定手段１８０を有し
ている。固有情報登録手段２１０は、携帯機器３０の第一固有情報記憶手段３３０から読
み出した第一固有情報に対し、操作手段２４０（タッチパネル１５）を用いてユーザが指
定した第三固有情報（アイコン等の画像情報）を関連付け、接続認証処理を行った後、固
有情報記憶手段２２０に登録するものである。したがって、固有情報記憶手段２２０は、
携帯機器３０との接続認証処理によって入力されたパスキーと、当該携帯機器３０から読
み出した第一固有情報（物理アドレス）と、ユーザが指定した第三固有情報（アイコン）
と、を関連付けて記憶する。
【００６４】
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　固有情報出力手段２３０は、ユーザの指定により固有情報記憶手段１５０に登録された
複数の第三固有情報のうち、通信手段１１０により通信が可能な１以上の携帯機器３０に
対応する１以上の第三固有情報を表示または音声出力する。また、操作手段２４０は、第
三固有情報の指定と、ドライバー機器の選択に用いられる。
【００６５】
　次に、図９のフローチャートを参照し、第２実施形態に係る車載機器１０のドライバー
機器設定処理について説明する。ここでは、第一固有情報の出力を、表示によって行うも
のとする。車載機器１０が電源オンされると（Ｓ２１）、携帯機器３０の探索を開始し（
Ｓ２２）、携帯機器３０が見つかった場合は（Ｓ２３：Ｙｅｓ）、当該携帯機器３０の第
三固有情報（第一固有情報およびパスキーも含む）が、登録ＤＢ２５内に登録済みが否か
を判別する（Ｓ２４）。ここで、登録済みでない場合は（Ｓ２４：Ｎｏ）、ディスプレイ
１４上に当該携帯機器３０の第一固有情報を表示し（Ｓ２５）、登録の要否をユーザに問
い合わせる（Ｓ２６）。
【００６６】
　ユーザは、携帯機器３０の登録を選択した場合（Ｓ２６：Ｙｅｓ）、固有情報指定画面
（アイコン登録画面）から、１の第三固有情報（アイコン）を指定する（Ｓ２７）。つま
り、車載機器１０は、ユーザが１の第三固有情報を指定したことによる操作信号を取得す
る。図１０（ａ）は、固有情報指定画面の表示例を示す図である。同図では、名前表示欄
４３に表示された第一固有情報（物理アドレス「１１：２２：３３：４４：５５：６６」
）に関連付けるアイコンとして、アイコン候補４４の中から、トラのアイコンが指定され
ている様子を示している。
【００６７】
　ユーザが、１の第三固有情報を指定すると（Ｓ２７）、接続認証処理を行い（Ｓ２８）
、携帯機器３０から読み出した第一固有情報と当該第三固有情報を関連付けて、登録ＤＢ
２５に登録する（Ｓ２９）。なお、その後の処理については、図３に示したフローチャー
トのＳ１０以降と同様であるため説明を省略する。但し、本実施形態では、Ｓ１３の固有
情報一覧表示処理において、ユーザが指定した第三固有情報の一覧（アイコン一覧４５）
を表示する（図１０（ｂ）参照）。本実施形態では、各第三固有情報を、通信が行われた
順、物理アドレス順、またはアイコンの識別コード順などに従って列記する。
【００６８】
　以上説明したとおり、本発明の第２実施形態によれば、ユーザが指定した第三固有情報
を一覧表示するため、出力された第三固有情報が、どの（誰の）携帯機器３０に対応する
ものなのかを容易に判別することができる。
【００６９】
　なお、上記の例では、「第一固有情報」として、物理アドレスを用いたが、これに代え
て、「デバイス名（機種名）」を用いても良い。また、「第一固有情報」の後に「第二固
有情報」を取得し、図９のＳ２５において、「第二固有情報」を表示するようにしても良
い。また、この場合、Ｓ２９において、「第二固有情報」と「第三固有情報」とを関連付
けて記憶しておくようにしても良い。
【００７０】
　また、上記の例では、「第三固有情報」として、動物の絵柄が描画されたアイコン（画
像）を用いたが、動物以外にも、植物、乗り物、似顔絵など、色や形が異なる絵柄が描画
されたアイコンを用いても良い。また、アイコンは、外部装置（例えば、携帯機器３０）
から取り込んだものを表示できるようにしても良い。
【００７１】
　また、上記の例では、「第三固有情報」として、アイコンを指定したが、氏名やニック
ネームを指定しても良い。また、１台の携帯機器３０に対して、アイコンとニックネーム
など、複数の情報を組み合わせて指定できるようにしても良い。図１１（ａ）は、図１０
（ａ）とは異なる固有情報指定画面（ニックネーム変更画面）の表示例を示したものであ
る。このように、名前表示欄５０に表示された第一固有情報に関連付けて、登録済みのア
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イコンである登録アイコン５１が表示され、これらと関連付けて、アルファベットキー群
５２を用いて入力したニックネームを登録可能である。また、同画面では、ニックネーム
の変更も可能であり、その際は、名前表示欄５０に、変更前のニックネームが表示される
。
【００７２】
　また、図１１（ｂ）は、アイコンとニックネームが登録された場合の、固有情報一覧の
表示例を示す図である。このように、アイコン５４と対応するニックネームの表示ボタン
５５とが並べて表示されるため、各携帯機器３０の識別をより正確に行うことができ、ド
ライバー機器の選択ミスを軽減できる。なお、ニックネームが未登録の場合は、ニックネ
ームに代えて第一固有情報（「物理アドレス」）が表示ボタン５５に示される。
【００７３】
　また、図１１に示したように、第一固有情報に関連づけて氏名やニックネーム等の第三
固有情報を登録できる場合、登録した第三固有情報を携帯機器３０にも登録できることが
好ましい。つまり、通信手段１１０は、ユーザが指定した第三固有情報（氏名やニックネ
ーム）を、当該第三固有情報と関連付けられた第一固有情報を有する携帯機器３０に送信
し、携帯機器３０の第一固有情報記憶手段３３０は、車載機器１０から送信された第三固
有情報を、第一固有情報として記憶することが好ましい。この構成によれば、携帯機器３
０側で、第一固有情報をカスタマイズ（ユーザの好みに合わせて設定変更）する手間を省
くことができる。但しこの場合、第一固有情報は、書き換えおよび消去可能な情報（例え
ば、「デバイス名」）であることが前提である。
【００７４】
　次に、図１２ないし図１５を参照し、本発明の第３実施形態について説明する。上記の
第１実施形態および第２実施形態では、固有情報一覧を表示する場合、通信が行われた順
などに従って各携帯機器３０に対応する各第三固有情報を列記するものとしたが、本実施
形態では、各携帯機器３０がドライバー機器として機能していたときの走行履歴に応じて
、各第三固有情報を列記する点で異なる。なお、本実施形態では、第三固有情報としてア
イコン（画像情報）を用いる場合を例示し、第２実施形態と異なる点を中心に説明する。
【００７５】
　図１２は、第３実施形態に係る車載機器１０の機能ブロック図である。本実施形態の車
載機器１０は、通信手段１１０、走行履歴記憶手段２５０、固有情報記憶手段２２０、固
有情報出力手段２６０、操作手段２４０および優先機器設定手段１８０を有している。走
行履歴記憶手段２５０は、ドライバー機器として機能した携帯機器３０と、その間の車両
の走行履歴と、を関連付けて記憶するものであり、登録ＤＢ２５を主要構成要素とする。
また、固有情報出力手段２６０は、走行履歴記憶手段２５０を参照し、通信手段１１０に
より通信が可能な１以上の携帯機器３０に関連付けられた走行履歴に応じて、当該１以上
の携帯機器３０に対応する１以上の第三固有情報を、表示または音声出力する。
【００７６】
　ここで、図１３を参照し、走行履歴記憶手段２５０に記憶される走行履歴情報について
説明する。同図に示すように、走行履歴記憶手段２５０は、携帯機器３０の登録順に付与
された管理番号と、当該携帯機器３０から読み出した第一固有情報（物理アドレス）と、
ユーザが指定（入力）したニックネーム（近距離無線通信における名称）およびアイコン
の種類（第三固有情報）と、当該携帯機器３０がドライバー機器として設定された回数と
、当該携帯機器３０がドライバー機器として設定されていたときの走行時間の累計と、最
後にドライバー機器として設定されたときの走行開始地点（最終出発地）と、その走行日
時と、その走行終了地点（最終目的地）と、を関連付けて記憶している。
【００７７】
　このような走行履歴情報が記憶されている場合であって、走行履歴として「ドライバー
機器設定回数」を採用した場合、固有情報出力手段２６０は、図１４（ａ）に示すような
固有情報一覧（アイコン一覧５７）を表示する。すなわち、「ドライバー機器設定回数」
の回数が多い順に、画面上側から、「うさぎ」、「トラ」、「うし」のアイコンを表示す
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る。同図の例では、各アイコンに、アラビア数字で優先度（優先順位）が付加表示されて
いる。
【００７８】
　また、図１４（ｂ）に示すアイコン一覧５７では、走行履歴に応じて、各アイコンの表
示形態を変化させた場合を示している。つまり、車両が右ハンドルの場合、ドライバー側
に近い位置に表示されたアイコン（同図の例では、「うさぎ」）を優先度大として表示し
ている。また、同図の例では、画面下側に位置するアイコン、および表示サイズが大きい
アイコンを優先度大として表示している。その他、カラー表示や強調表示（枠付き、点滅
表示など）されたアイコンを優先度大として表示しても良い。
【００７９】
　なお、図１３に示した走行履歴情報が記憶されている場合であって、走行履歴として「
走行累計時間」を採用した場合、固有情報出力手段２６０は、走行累計時間が多い順（「
トラ」、「うさぎ」、「うし」の順）に、優先度を低くして（下げて）アイコン一覧を表
示する。また、走行履歴として「最終走行日時」を採用した場合、固有情報出力手段２６
０は、最終走行日時が新しい順（「うさぎ」、「トラ」、「うし」の順）に、優先度を低
くしてアイコン一覧を表示する。さらに、走行履歴として「最終出発地」または「最終目
的地」を採用した場合、固有情報出力手段２６０は、ドライバー機器設定時における現在
地または目的地と近いものの優先度を高くしてアイコン一覧を表示する。
【００８０】
　また、図１５に示すように、走行履歴情報として、各携帯機器３０のドライバー機器設
定情報を記録しておき、当該ドライバー機器設定情報に基づいて、アイコン一覧を表示す
るようにしても良い。例えば、図１５（ａ）は、管理番号１のドライバー機器設定情報を
示したものであり、管理番号１のドライバー機器は、午前・午後共に平日の運転が多いこ
とを示している。一方、図１５（ｂ）は、管理番号２のドライバー機器設定情報を示した
ものであり、管理番号２のドライバー機器は、午前・午後共に週末の運転が多いことを示
している。したがって、例えば現在日時が、土曜日の午前の場合、固有情報出力手段２６
０は、管理番号１よりも管理番号２のドライバー機器のアイコンを優先表示する。また、
例えば現在日時が、火曜日の午後の場合、固有情報出力手段２６０は、管理番号２よりも
管理番号１のドライバー機器のアイコンを優先表示する。
【００８１】
　以上説明したとおり、本発明の第３実施形態によれば、各携帯機器３０がドライバー機
器として機能していたときの、車両の走行履歴に応じて、各携帯機器３０に対応する各第
三固有情報を表示するため、ドライバー機器を選択する際の利便性を向上させることがで
きる。
【００８２】
　なお、上記の例では、出力方法が表示の場合について説明したが、出力方法が音声の場
合、最初に出力された第三固有情報を優先度大としても良い。また、最大音量で出力され
た第三固有情報を優先度大としても良いし、通常音声とは異なる音質で出力された第三固
有情報を優先度大としても良い。
【００８３】
　また、上記の例では、走行履歴として「走行累計時間」を採用した場合について説明し
たが、これに代えて「最長走行時間」を採用しても良い。また、走行時間に代えて、「走
行距離」に関する情報（「走行累計距離」や「最長走行距離」）を走行履歴として採用し
ても良い。
【００８４】
　また、上記の例のように、固有情報出力手段２６０が、優先順位をつけて固有情報一覧
を表示する場合であって、固有情報出力手段２６０による出力時点から所定時間内に操作
手段２４０による選択が行われなかった場合、優先機器設定手段１８０は、優先順位が最
も高い第三固有情報に対応する携帯機器３０を、ドライバー機器として自動設定するよう
にしても良い。この構成によれば、何らかの原因によりユーザが選択操作を行うことがで
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きなかった場合でも、通信可能な１以上の携帯機器３０の中から、最もふさわしい携帯機
器３０をドライバー機器として設定することができる。
【００８５】
　次に、図１６を参照し、本発明の第４実施形態について説明する。上記の第３実施形態
では、各携帯機器３０がドライバー機器として機能していたときの走行履歴に応じて、各
第三固有情報（各画像情報）を列記するものとしたが、本実施形態では、各携帯機器３０
に記憶された時期情報に応じて、各第三固有情報を列記する点で異なる。そこで、第３実
施形態と異なる点を中心に説明する。
【００８６】
　図１６は、第４実施形態に係る情報通信システムＳＹの機能ブロック図である。本実施
形態の携帯機器３０は、時期・目的地情報記憶手段３４０（時期情報記憶部）および通信
手段３２０を有している。時期・目的地情報記憶手段３４０は、目的地を示す目的地情報
と、日時または曜日に関する時期情報とを関連付けて記憶するものである。したがって、
特に図示しないが、本実施形態の携帯機器３０は、目的地情報および時期情報を入力（設
定）するための入力手段を有している。ここで、目的地情報は、車載機器１０で経路誘導
を行うための目的地を示す情報であり、時期情報は、その目的地情報を利用する時期（そ
の目的地へ行く時期）を示す情報である。つまり、携帯機器３０では、ユーザが車両に搭
乗する前に、予め目的地とその時期とを設定して、時期・目的地情報記憶手段３４０に記
憶しておく。そして、ユーザが車両に搭乗した際、車載機器１０によって携帯機器３０の
時期・目的地情報記憶手段３４０が参照され、これらの情報が読み出されるようになって
いる。
【００８７】
　一方、車載機器１０は、通信手段１１０、経路誘導手段２７０、固有情報記憶手段２２
０、固有情報出力手段２８０、操作手段２４０および優先機器設定手段１８０を有してい
る。経路誘導手段２７０は、携帯機器３０から転送された目的地情報に基づく目的地まで
のルート探索および経路誘導（経路誘導表示および音声案内）を行うものであり、ＧＰＳ
受信機１１、自立航法センサ１３、制御部２０および地図ＤＢ２４を主要構成要素とする
。経路誘導手段２７０は、優先機器設定手段１８０により、ドライバー機器として設定さ
れた携帯機器３０からの目的地情報に基づいて、経路誘導を行う。
【００８８】
　また、固有情報出力手段２８０は、通信手段１１０による携帯機器３０との通信が行わ
れた時に、携帯機器３０の時期・目的地情報記憶手段３４０を参照し、読み出した時期情
報に応じて、当該携帯機器３０の第三固有情報を表示する。例えば、複数の携帯機器３０
と通信が可能な場合であって、時期情報が日時を示す場合、時期情報が示す日時が新しい
ものを優先して、対応する第三固有情報を列記する。また、時期情報が曜日を示す場合は
、時期情報が示す曜日が通信時の曜日と一致するものを優先表示し、時期情報が時刻を示
す場合は、時期情報が示す時刻が通信時の時刻と近いものを優先表示する、などの表示方
法も考えられる。なお、固有情報出力手段２８０は、時期情報（目的地情報）が記憶され
ていない携帯機器３０については、優先度を低くしてその第三固有情報を表示する。
【００８９】
　以上説明したとおり、第４実施形態によれば、携帯機器３０に記憶されている時期情報
に応じて、各携帯機器３０に対応する各第三固有情報を表示または音声出力するため、１
の第三固有情報を選択する際の利便性を向上させることができる。また、携帯機器３０側
で予め目的地を設定し、当該目的地情報を車載機器１０に転送して、車載機器１０側で経
路誘導を行わせることができるため、乗車直後に経路誘導を開始させることができる。
【００９０】
　なお、本実施形態においても、第３実施形態と同様に、固有情報一覧を表示する場合、
その優先度に応じて、表示順序や表示形態を変化させることが好ましい。また、固有情報
一覧の表示から所定時間内に選択操作が行われなかった場合、優先順位が最も高い第三固
有情報に対応する携帯機器３０を、ドライバー機器として設定することが好ましい。さら
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に、出力方法は、表示ではなく、音声出力であっても良い。
【００９１】
　以上、第１実施形態ないし第４実施形態にて説明したとおり、本発明の車載機器１０に
よれば、表示または音声出力された１以上の固有情報の中から、１の固有情報を選択する
だけで、容易且つ確実に、ドライバーが所有する携帯機器３０をドライバー機器として設
定することができる。
【００９２】
　なお、上記の第３実施形態および第４実施形態では、各携帯機器３０がドライバー機器
として機能していたときの走行履歴や携帯機器３０に記憶されている時期情報に応じて、
１以上の固有情報（第三固有情報）を列記するものとしたが、走行履歴と時期情報のいず
れの条件に応じて固有情報を列記するかを、ユーザが選択（設定）できるようにしても良
い。また、走行履歴として、どのような情報（ドライバー機器設定回数や走行累計時間な
ど）を採用するか、また時期情報として、どのような情報（日付、時刻、曜日など）を採
用するか、並びにそれらの重み付けについて、ユーザが設定できるようにしても良い。さ
らに、第３実施形態および第４実施形態においても、第三固有情報に代えて、第一固有情
報または第二固有情報を列記するようにしても良い。
【００９３】
　また、上記の実施形態では、ドライバー機器（ハンズフリー通話やインターネット接続
の対象となる携帯機器３０）の設定を目的として固有情報一覧の出力を行うものとしたが
、当該ドライバー機器の設定に伴って、車内環境をドライバー専用の環境に設定しても良
い。この場合、車内環境としては、オーディオ設定、シート位置設定、ステアリングの位
置設定などが考えられる。
【００９４】
　また、上記の実施形態に示した車載機器１０や携帯機器３０における各構成要素をプロ
グラムとして提供することが可能である。また、そのプログラムを記録媒体（図示省略）
に格納して提供することも可能である。すなわち、コンピュータを、車載機器１０や携帯
機器３０の各構成要素として機能させるためのプログラム、およびそれを記録した記録媒
体も、本発明の権利範囲に含まれるものである。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲
で、適宜変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の一実施形態に係る車載機器の制御ブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る情報通信システムの機能ブロック図である。
【図３】第１実施形態に係る車載機器のドライバー機器設定処理を示すフローチャートで
ある。
【図４】第１実施形態に係る固有情報一覧の表示例を示す図である。
【図５】図４とは異なる、固有情報一覧の表示例を示す図である。
【図６】図３のフローチャートの変形例を示す図である。
【図７】第一固有情報の一覧および第二固有情報の選択画面の一例を示す図である。
【図８】第２実施形態に係る情報通信システムの機能ブロック図である。
【図９】第２実施形態に係る車載機器のドライバー機器設定処理の一部を示すフローチャ
ートである。
【図１０】第２実施形態に係る固有情報指定画面および固有情報一覧の表示例を示す図で
ある。
【図１１】図１０とは異なる、固有情報指定画面および固有情報一覧の表示例を示す図で
ある。
【図１２】第３実施形態に係る車載機器の機能ブロック図である。
【図１３】第３実施形態に係る走行履歴情報の一例を示す図である。
【図１４】第３実施形態に係る固有情報一覧の表示例を示す図である。
【図１５】第３実施形態に係るドライバー機器設定情報の一例を示す図である。
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【図１６】第４実施形態に係る情報通信システムの機能ブロック図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１０…車載機器　１１…ＧＰＳ受信機　１２…アンテナ　１３…自立航法センサ　１４
…ディスプレイ　１５…タッチパネル　１６…スピーカー　１８…マイク　１９…通信部
　２０…制御部　２１…ＣＰＵ　２２…ＲＯＭ　２３…ＲＡＭ　２４…地図データベース
　２５…登録データベース　２６…接続バス　３０…携帯機器　４１…表示ボタン　４３
…名前表示欄　４４…アイコン候補　４５…アイコン一覧　５０…名前表示欄　５１…登
録アイコン　５２…アルファベットキー群　５４…アイコン　５５…表示ボタン　５７…
アイコン一覧　ＳＹ…情報通信システム

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】



(23) JP 2010-74745 A 2010.4.2

【図１５】 【図１６】



(24) JP 2010-74745 A 2010.4.2

10

フロントページの続き

(72)発明者  戸崎　明宏
            埼玉県鶴ヶ島市富士見６丁目１番２号　パイオニア株式会社総合研究所内
(72)発明者  美濃島　邦宏
            埼玉県鶴ヶ島市富士見６丁目１番２号　パイオニア株式会社総合研究所内
(72)発明者  石塚　信洋
            埼玉県鶴ヶ島市富士見６丁目１番２号　パイオニア株式会社総合研究所内
(72)発明者  村山　健
            埼玉県鶴ヶ島市富士見６丁目１番２号　パイオニア株式会社総合研究所内
(72)発明者  白川　淳一
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  大屋　修司
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  楠本　伸男
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
Ｆターム(参考) 5K027 AA11  AA16  BB01  HH03  HH04  KK04 
　　　　 　　  5K067 AA34  BB03  EE02  EE12  FF23  FF38  GG01  HH22  HH23 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

